
第４回城南区国際化対策連絡協議会定例会を開催
～ 関係団体相互で情報共有、意見交換し連携強化を図る！ ～

開催概要
１０月３０日（木曜日）、第４回城南区国際化対策連絡協議会定例会が開催され、８機関・団体
等１９名が出席しました。同会では、我が国に在留する外国人に関し、犯罪の予防、事故防止及
び保護に関すること、地域社会との良好な関係作りに関すること、不法滞在、不法就労及び悪
質な就労斡旋等の防止に関することについて協議するとともに、関係団体相互で情報共有し、
連携強化を図りました。

署長（顧問）挨拶
署長から管内の治安情勢について説明するとともに、「外
国人と良好な関係を保持するために、日本の生活習慣や
ルールを周知させる、犯罪から守り犯罪に加担させない、
孤立させない取組が重要となることから、留学生など外国
人と繋がりのある皆様の御協力が不可欠である」と関係団
体との相互協力の必要性について述べられました。
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県警からのお願い～闇バイトは犯罪です！～

日頃から、日本人の従業員はもちろんですが、外国人の従業員や実習生等に対しても、
○ 知人やSNS等を通じて知り合った者から犯罪に誘われても絶対に断ること
○ 闇バイトをしないこと

など、犯罪に加担させたり、巻き込まれることがないようにお伝え願います。
【例】 技能実習生等が失踪した場合
新たな場所で不法に勤務を行うほか、外国人犯罪グループや暴力団員、匿名・流動型犯罪グループ等に
「失踪者」としての弱みを握られ、
○ 犯罪グループの一員として、自動車窃盗や大量万引き等を敢行
○ 闇バイトの実行者として、暴力団等に利用され、強盗や詐欺等を敢行

する可能性もあります。

留学生や他の学生にも周知させ、その他ご相談は事務局（城南署警備課）までお願いします！

情勢説明
当署刑事第二課長から外国人に関する犯罪情勢について、当署警備課長から外国人の現
状と城南署が取り組む対策等について説明するともに、不審者（不法滞在、国際テロリスト、
匿名・流動型犯罪グループ等）発見時における警察への情報提供について依頼しました。

会長挨拶
会長（福岡大学学生部長）から、当会の目的につ
いて説明するとともに、「外国人を含め、地域住民
が安全で安心して生活が送れる環境づくり、共生を
図る取り組みを行っていくうえで、当会の役割が非
常に重要である」と述べられました。


